
各部（ 局） におけるタイムラインの作成について（ 依頼）

狛江市風水害に関する事前行動計画（ 以下、「 狛江市タイムライン」 という。） をより実

効性の高いものとするため、下記のとおり各部（ 局） ごとのタイムラインの作成をお願い

します。

記

１ 趣旨

狛江市タイムラインは運用開始以降、令和元年東日本台風における課題や対策、他機

関の動向等を踏まえて適宜改正を行ってきたところですが、より実効性の高いものとし

狛江市の水害対応力のさらなる向上を図るため、各部（ 局） ごとのタイムラインの作成

をお願いするものです。

２ 各部（ 局） タイムラインの作成方法、回答方法及び回答期限

⑴ 作成方法

下図「 各部タイムライン作成方法」 を参照し、狛江市タイムラインの各時間軸にお

ける各課の具体的行動を検討の上、別紙１「（ 入力用） 〇〇部タイムライン. xl sx」 デ

○ ○ータの網掛け部分へ入力してく ださい。 特に、データ中に【 部】 又は【 各部】

の表記がある業務については、【 部名】 を【 担当課名】 に書き替えた上で具体的行動を

入力してください。

なお、「（ 入力用）〇〇部タイムライン. xl sx」 は３つのシート（ 72H～24H、12H～４H、

３H～０H） に分かれていますので、入力漏れのないようにご注意ください。

総務部タイムライン（ 別紙２） を添付しますので、作成の際の参考としてください。

令和３年９月28日

庁 議 資 料

「 各部タイムライン作成方法」

部名を入力

行動の具体的内容

と担当課名を入力

災害対策本部及び事務局の行動に沿っ

た、各部の行動を検討し入力してください。

各部の行動項目が増えても構いません。



⑵ 回答方法

各部庶務担当課が取りまとめの上、回答をお願いします

「 U: \共通フォルダ\20211130_各部（ 局） タイムライン作成_安心安全課」 内に各課

○回答用フォルダを用意しますので、回答用フォルダ内に保存の上、ファイル名に「

○部回答済」 を付加してく ださい。
⑶ 回答期限

令和３年10月15日（ 金）

３ その他

この度の各部（ 局） タイムラインの作成は、各部ごとに細分化されたタイムライン

を定めることにより、災害対策本部と各災対部が確実に連携し災害対応にばらつきや

抜け、漏れが生じないことを目的としていることから、作成に際しては、現行の狛江

市タイムラインに記載のない仔細な行動についても行を追加し、できる限り記載する

ようにしてく ださい。

問い合わせ先

総務部安心安全課防災防犯係

担当 山本 雪城

内線 8204 8202






